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（危機管理部、交通基盤部）

１ 概 要

６月28日から７月８日にわたる「平成30年７月豪雨」により、西日本を中心に

各地で河川の氾濫や浸水、土砂災害が発生し、多くの方が犠牲となりました。

本県においては、「水防災意識の再構築」に向けた取組を大規模氾濫減災協

議会等で進めているところであり、今回の豪雨災害を教訓に、取組を更に加速

させる必要があります。これまで進めてきた市町の警戒避難体制の構築や住民

への周知などを主体としたソフト対策について、改めて確認するとともに、今

後の取組の進め方について整理する。

２ 即時対応

ア. 平成30年７月豪雨を受けての市町の事態調査について（照会）

（H30.７.13付）

イ. 洪水ハザードマップの周知の徹底について

（H30.７.17付）

ウ. 今後の降雨に対する警戒の強化について

（H30.７.17付）

エ. 「豪雨災害対策に関する市町担当者緊急対策会議」の開催

（７月30日 午後２時30分から）

３ 短期的対応（目標：H30．9台風期前まで）

（１）市町が主体として取り組むもの

ア. 避難勧告等の発令基準の点検

イ. 市町から住民や要配慮者利用施設等への情報伝達体制の確認

ウ. 浸水想定区域や既存のハザードマップ（洪水・土砂災害）及び避難所や避難

経路の確認の周知

（２）県が主体として取り組むもの

エ. ホットラインの連絡体制の確認

オ. 河川管理者から市町への情報伝達体制の確認

カ. 「住民避難の実効性向上検討会（仮称）」の設置、開催
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４ 中期的対応（目標：H31年度出水期(６月)まで）

（１）市町が主体として取り組むもの

ア. 避難勧告等発令を想定した訓練の実施

イ. 避難勧告等の判断・伝達マニュアルにおける発令基準の見直し

ウ. 避難勧告等の情報伝達手段の見直し

エ. 要配慮者利用施設における避難確保計画の策定

オ. タイムラインの設定

（２）県が主体として取り組むもの

カ. 水位周知河川の指定拡大

キ. 洪水浸水想定図の作成

ク. 最大規模の洪水に対応したハザードマップ作成のためのガイドライン（洪水

の規模に応じた避難場所、避難路の設定）の策定

ケ. 危機管理型水位計の設置

コ. 避難情報の出し方や受け手側の理解促進のための具体案の検討

５ フォローアップについて

上記の各対応のフォローアップについては、各地域における定例の大規模氾濫

減災協議会において実施する。
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